
「市政のひろば」つしま2019.7 28

公共施設使用料に関するアンケート
本市では、「受益と負担の適正化」と「持続可能な施設運営」の観点から、市が設置し、皆様にご利用いただいている
施設（会議室、ホール、運動施設等）の使用料について見直しを検討しています。つきましては、あなたのご意見をお聞
かせください。
29ページの回答欄に、あてはまる数字等をご記入ください。

問1 市の施設（会議室、ホール、運動施設等）の過去1年間の利用頻度を教えてください。

問2

問3 今後、施設の維持管理費等に対して税金で負担する割合として、どの程度が適切だと
思いますか。

①週に1回以上　　　②月に1、2回　　　③年に数回　　　④利用なし

①税金での負担は多い　　　　②現状でよい

③税金での負担は少ない　　　④わからない

①0％（すべて利用者負担で賄う）　　　　　②20％未満
③20％～40％未満　　　　④40％～60％未満
⑤60％～80％未満　　　　⑥80％以上　　　　⑦100％（すべて税金で賄う）

①市外の団体・個人が使用する場合の割増料金の設定
②営利を目的に使用する場合の割増料金の設定
③利用者の急激な負担増への配慮
④その他

問5 使用料の減額・免除の対象として、最も必要性が高いと思われるものは何ですか。

問6 施設の使用料の見直しについて、ご意見などありましたらご自由にご記入ください。

①小学生・中学生が学校行事の一環として行う活動
②市が後援する団体の事業　　　　③市が主催・共催する事業
④減額・免除は必要ない　　　　     ⑤その他

施設の維持管理や運営等の費用は、利用される方からの「使用料」と利用しない方
も含めた市民の皆さんからの「税金」で賄われています。現在、本市においては、施
設の維持管理費（約3.3億円）の約80％（約2.7億円）を税金で負担しています。この負
担についてどのように思いますか。

今後の利用者負担（使用料）の算定にあたって、考慮が必要だと思うことは何ですか
（複数回答可）。

問4
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回答欄

あなた自身のことについてお聞きします。
※結果は統計としてまとめ、あなたの個人情報は使いませんので、以下の質問にぜひお答えください。

問1　性別

問2　年齢

問3　職業

①男性　　　②女性

①～20代　　②30代　　③40代　　④50代　　⑤60代　　⑥70代～

①会社員　　   ②自営業　　   ③公務員　　 ④パート・アルバイト

⑤生徒・学生 　 ⑥主婦・主夫 　 ⑦無職　　    ⑧その他（　　    　）

令和元年7月31日㈬までに切手を貼らずに郵送してください。
FAX(24-4758)で送っていただくこともできます。
問合　総務部財政課財政G　☎55-9616

その他記入欄問5

その他記入欄問4(複数回答可)

問6 （自由記入欄）

問1 問2 問3
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街 角 散 歩

日本列島の各地で気温が30度以上の真夏日となっ
たこの日、第17回わんぱく相撲海部津島場所が開催
され、海部津島地域の小学生162人が参加しました。
気温と同様、迫力あるぶつかり合いの熱戦が繰り
広げられ、勝って喜んだり負けて悔しがったり、子ど
も達は大いに大会を盛り上げていました。
相撲の後は、参加者達にちゃんこ鍋が振る舞われ、
皆でおいしく食べていました。

19･5･25㈯
錬成館はっけよーい のこった！

5年生を対象に出前授業として、マヨネーズ教室が
行われました。
最初は、講座でマヨネーズの作り方や、材料につい

て学びました。卵と油、酢でできていることを知った
子どもたちは、驚いた表情で関心を示していました。
その後、実習でマヨネーズ作りに挑戦し、自分たち
の作ったマヨネーズできゅうりを頬張ると、思わず
「おいしい！」と満面の笑みを浮かべていました。

災害現場で消防団員全員が統一の認識で活動で
きるよう、143人の消防団員が訓練に励みました。
消防本部で行われた新入団員訓練では、団員の心
得や身分等の教養･規律と基本的技術の習得、女性
部の訓練では、幼児への花火指導や心肺蘇生法訓練
を行いました。
地域の安心･安全を守るため、どの訓練でも真剣

に取り組む姿が見られました。みなさんの今後の活
躍が期待されます。

19･5･19㈰
消防本部､各分団詰所まちのために　磨く技術

市立東小学校の運動場で児童を対象に、交通ルー
ルの基本を学ぶための交通安全教室が行われました。
警察官や交通委員さん、交通指導員さんの指導を
受けながら、模擬信号機を使った歩行訓練や自転車
での横断歩道の渡り方などを学びました。
慣れ親しんだ道にも危険はたくさんあります。自
分の命を守るためにも、交通ルールを守り、自分の目
でしっかりと安全確認をしましょう。

19･5･24㈮
市立東小学校

右よし、左よし、
後ろもよし！

津島市市長公室シティプロモーション課　〒496－8686　愛知県津島市立込町2－21
     http://www.city.tsushima.lg.jp
携帯サイトから施設の所在地・電話番号が確認できます（別途通信料が必要です）。
「市政のひろば」にご自身の写真が載っている場合、お申し出いただければ差し上げます。

発 行
☎55-9584（ダイヤルイン）
☎24-1111（代表）

19･6･7㈮
市立西小学校

おいしいマヨネーズの
作り方
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